
保
留
な
ど
は
除
く)

申
請
・
問
合
　
農
業
委
員
会
事
務

局
☎
内
線
５
０
１
８
・
５
０
１
９

縦
覧
期
間
　
４
月
１
日(

水)

～

６
月
１
日(

月)

縦
覧
場
所
　
税
務
課
、
白
沢
・
利

根
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

対
象
　
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
は

土
地
に
、
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

は
家
屋
に
対
し
て
課
さ
れ
る
固
定

資
産
税
の
納
税
者

持
ち
物
　
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

を
証
明
で
き
る
も
の

※
代
理
人
は
委
任
状
な
ど

そ
の
他
　
自
己
資
産
の
確
認
は
、

名
寄
帳
の
閲
覧
に
よ
り
行
え
ま
す

問
合

　
税
務
課
資
産
税
係
☎
内
線

３
０
１
４
～
３
０
１
６

　
開
発
区
域
が
３
千
平
方
㍍
以
上

で
、
区
画
形
質
の
変
更
・
施
設
整

備
を
行
う
場
合
や
、
１
千
平
方
㍍

以
上
の
太
陽
光
発
電
施
設
な
ど
の

発
電
設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、

事
前
協
議
と
近
隣
関
係
者
な
ど
へ

の
説
明
が
必
要
で
す
。

　
併
せ
て
、
都
市
計
画
区
域
内
で

３
千
平
方
㍍
以
上
、
同
区
域
外
で

１
万
平
方
㍍
以
上
の
開
発
に
は
群

情報ステーション沼田市役所☎ 0278-23-2111　 開庁時間  平日午前 8時 30 分～午後 5時15分 情報ステーション
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33月月1144日日((土土曜曜日日))

※※毎毎月月第第２２土土曜曜日日はは『『子子育育ててのの日日』』

　　ごご家家族族みみんんななででごご参参加加くくだだささいい

【【場場所所】】ななででししここ学学童童ククララブブ（（高高橋橋場場町町））

【【時時間間】】1100::0000～～1122::0000  【【参参加加費費】】無無料料

【【要要予予約約】】尾尾瀬瀬ななででししここのの会会  ☎☎2222--00770055

ここちちららかかららももごご予予約約ででききまますす➡➡

映映  画画  会会

　
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
、
車
検
証
に
記

載
さ
れ
て
い
る
所
有
者
（
割
賦
販

売
の
場
合
は
使
用
者
）
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
次
の
場
合
は
、３
月
31
日
（
火
）

ま
で
に
運
輸
支
局
で
必
ず
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
を
売
り
渡
し
た
り
、
他

の
人
に
譲
渡
し
た

▽
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た

▽
住
所
・
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た

　
手
続
き
を
し
な
い
と
、
使
用
し

て
い
な
い
自
動
車
の
税
金
を
納
め

る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
転
居
先
に

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
な
ど
ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
販

売
業
者
に
依
頼
し
た
場
合
も
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合

　

▽
自
動
車
税

　
群
馬
県
自
動
車
税

事
務
所
☎
０
２
７
（
２
６
３
）
４

３
４
３

▽
自
動
車
の
登
録
　
関
東
運
輸
局

群
馬
運
輸
支
局
☎
０
５
０
（
５
５

４
０
）
２
０
２
１

※
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
関

す
る
こ
と
は
税
務
課
市
民
税
係
☎

内
線
３
０
１
１
へ

　
農
地
の
貸
し
借
り
や
所
有
権
の

移
転
、
農
地
を
宅
地
な
ど
農
地
以

外
の
利
用
目
的
で
転
用
す
る
と
き

は
、農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法
　
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
提
出

　許
可
・
不
許
可
の
決
定(

目
安)

　

農
地
法
第
３
～
５
条
申
請
は
翌
月

10
日
前
後(

群
馬
県
知
事
許
可
や

お
知
ら
せ
（
続
き
）

地地  元元  のの  身身  近近  なな  弁弁  護護  士士  事事  務務  所所  

  

                                          

  

群群馬馬沼沼田田総総合合法法律律事事務務所所群群馬馬沼沼田田総総合合法法律律事事務務所所  

 地 元 の 身 近 な 弁 護 士 事 務 所 

馬
県
知
事
の
許
可
が
必
要
で
す
。

事
前
協
議
・
問
合
　
都
市
計
画
課

計
画
係
☎
内
線
４
１
２
１

■
盛
土
を
行
う
面
積
が
、
５
０
０

平
方
㍍
以
上
３
千
平
方
㍍
未
満
の

土
砂
な
ど
の
埋
め
立
て
行
為

　
環
境
汚
染
・
災
害
防
止
の
た

め
、
沼
田
市
土
砂
等
に
よ
る
埋
立

て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
に
基

づ
き
、
事
前
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。
条
例
に
違
反
す
る
場
合
、 

最

高
で
２
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ

れ
ま
す
。

　
該
当
す
る
盛
土
を
行
う
際
に

は
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
３
千
平
方
㍍
以
上
の
場
合
は
、

群
馬
県
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す

そ
の
他

　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛

土
等
規
制
法
に
基
づ
き
、
群
馬
県

へ
盛
土
規
制
法
に
関
す
る
申
請
も

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
県
Ｈ
Ｐ

ま
た
は
建
築
課
盛
土
安
全
推
進
室

盛
土
安
全
推
進
係
☎

０
２
７
（
８
９
８
）

３
９
４
２
へ

届
出
・
問
合
　
環
境
課
廃
棄
物
係

☎
内
線
３
０
７
４

令
和
８
年
度

農
地
法
申
請
書
の

受
け
付
け

1010248

申請書受付期間　 受付時間  午前 8時 30 分～午後 5時

令
和
８
年

4月 07 日 ( 火 ) ～ 14 日 ( 火 ) 令
和
８
年

10 月 6 日 ( 火 ) ～ 13 日 ( 火 )

5 月 11 日 ( 月 ) ～ 14 日 ( 木 ) 11 月 6 日 ( 金 ) ～ 13 日 ( 金 )

6 月 08 日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 金 ) 12 月 8 日 ( 火 ) ～ 14 日 ( 月 )

7 月 07 日 ( 火 ) ～ 14 日 ( 火 ) 令
和
９
年

1月 6日 (水 )～ 13 日 ( 水 )

8 月 10 日 ( 月 ) ～ 14 日 ( 金 ) 2 月 8 日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 金 )

9 月 08 日 ( 火 ) ～ 14 日 ( 月 ) 3 月 8 日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 金 )

土砂条例

市 HP

盛土規制法

県 HP

開
発
行
為
な
ど
は

事
前
協
議
が
必
要
で
す

1007270
1002011

土
砂
な
ど
に
よ
る

埋
め
立
て
な
ど
の
規
制

1003448

固
定
資
産
の
縦
覧

自
動
車
の
登
録
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か


